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治験検討会議出席にかかる旅費 

日当・指導料算定基準 

 

 

治験検討会議への出席旅費等に関する出張旅費支給基準は、原則として下記のとおり

である。 

 

記 

 

 

職名区分  

交     通     費  

宿泊費  日当  指導料  

鉄   道   賃  船  賃  

診療部長  乗車券、ｸﾞﾘｰﾝ券、特・急行券  

１   等  

１等  

 

20,000 円  5,000 円  上限を  

50,000 円  

診療副部長  乗車券、ｸﾞﾘｰﾝ券、特・急行券  

１   等  

１等  17,000 円  4,000 円   

同上  

診療医長  乗車券、特・急行券  

２   等  

２等  15,000 円  3,000 円   

同上  

診療医員  乗車券、特・急行券  

２   等  

２等  13,000 円  3,000 円   

同上  

 

緊急の場合は、職名に拘らず航空機利用を認め、その旨出張願い記載のこと。  

 


